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1 

資料５ 

頁 旧 新 修正理由 

3 第１節 計画の目的と内容 

 
 

第１節 防災の理念等 

 
 

 

4 ２ 計画の内容 ４ 計画の内容  

8 ６ 指定公共機関等 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

西日本電信電話株式会社 

京 都 支 店 

(1)電信及び電話施設の建設並びにこれらの施

設の保全 

(2)災害非常通信の調整及び気象予警報の伝達

協力 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 
 

６ 指定公共機関等 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

ＮＴＴ西日本株式会社 

京 都 支 店 

(1)電信及び電話施設の建設並びにこれらの施

設の保全 

(2)災害非常通信の調整及び気象予警報の伝達

協力 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

 

 

 

名称変更 

別紙参照 別紙参照 
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資料５ 

頁 旧 新 修正理由 

66 (2) 事業者の活動体制 
 危険物又は火薬類の取扱事業者（以下「危険物取扱事業者等」という。）

は、危険物等事故が発生した場合は、速やかに被害の拡大防止のため、

京都市、京都府等防災関係機関と連携して、応急対策を実施する。 

(2) 事業者の活動体制 
 危険物、高圧ガス、都市ガス、火薬類、毒物・劇物又は放射性物質の

取扱事業者（以下「危険物取扱事業者等」という。）は、危険物等事故

が発生した場合は、速やかに被害の拡大防止のため、京都市、京都府等

防災関係機関と連携して、応急対策を実施する。 

変更 

 


